
第４回都谷川流域水害対策協議会 

 

日時：令和５年 10月 27日（金）10時 30分～ 

場所：大洲市総合福祉センター 多目的ホール 

 

次 第 

 

１． 開会 

 

２． 議事 

(1)都谷川流域水害対策計画（案）について 

(2)その他 

 

３．閉会 



No. 氏　　　名 現　　　　　　　　　職 分　　　　野 10/27参加

いしい　としゆき 　愛媛県　南予地方局
協議会委員
流域の県

石井　利幸 　大洲土木事務所長 （河川管理者）

いずみ　ひろつぐ 　大洲市
協議会委員
流域の市

泉　浩嗣 　建設部長 （下水道管理者）

きとう　こうじ 　大洲市
協議会委員
流域の市

木藤　幸治 　農林水産部長 （関連部署）

えがわ　まさかつ 　国土交通省　四国地方整備局
協議会委員
河川管理者

江川　昌克 　大洲河川国道事務所長 （接続する河川）

まつやま　よしお 　国土交通省　四国地方整備局
協議会委員
河川管理者

松山　芳士 　肱川緊急治水対策河川事務所長 （接続する河川）

もりわき りょう 　愛媛大学 学識者
森脇　亮 　大学院理工学研究科　教授 （水文気象）

はとり　つよし 　愛媛大学　 学識者
羽鳥　剛史 　社会共創学部　准教授 （土木計画）

ゆだて　ひでき 　市議会議員 地域代表者
弓達　秀樹 　副議長　産業建設委員会 （流域住民）

こだま やすひこ 　市議会議員 地域代表者
児玉 康比古 　厚生文教委員会 （流域住民）

ますだ　かずみ 　市議会議員 地域代表者
桝田　和美 　産業建設委員会 （流域住民）

なかの　ひろし 　市議会議員 地域代表者
中野　寛之 　厚生文教委員会 （流域住民）

やまもと　　　　 　市議会議員 地域代表者
山本 かずや 　厚生文教委員会 （流域住民）

　　　よしおか　　 こ　　　　大洲市農業委員会 地域代表者
吉岡 きみ子 　会長職務代理者 （農業）

にのみや　さとし 　愛媛たいき農業協同組合 地域代表者
二宮 聖 　理事　青壮年部委員長 （農業）

ひらい ひろし 　大洲商工会議所 地域代表者
平井　宏 　専務理事 （商工業）

第４回都谷川流域水害対策協議会　参加者
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都谷川流域水害対策計画（原案）に対する意見と対応
【学識者及び地域代表者への意見聴取】

NO.
計画書
の項目

該当
ページ

意見 回答
計画書（原案）
（2023.10.3）

計画書（案）
（2023.10.27）

原案からの修正箇所を赤字
意見者

1 総説 0

　このため、肱川では河川激甚災害対策特
別緊急事業などによる再度災害防止対策を
展開しているところであり、東大洲地区にお
いても、ふれ愛パーク北側の暫定堤防のか
さ上げによる肱川からの越水（外水）対策に
加え、内水氾濫への流域一体となった取組
を実施し、早期に治水安全性の向上を図る
必要があった。

　このため、肱川では河川激甚災害対策特
別緊急事業などによる再度災害防止対策を
展開しており、東大洲地区においても、ふれ
愛パーク北側の暫定堤防のかさ上げによる
肱川からの越水（外水）対策を実施している
ところであるが、この堤防整備に合わせて今
後は支川にある都谷川の排水樋門の閉鎖
等による内水氾濫に対して流域全体で浸水
被害対策を進めていく必要がある。

愛媛県
国交省

　このような現状に対応するため、都谷川流
域では、「流域治水」の実効性を高め、強力
に推進するための法的枠組みである「特定
都市河川浸水被害対策法等の一部を改正
する法律」の全面施行に伴い、令和５年４月
１日、四国初となる特定都市河川の指定を
受けたものである。

　このような現状に対応するため、国や流域
自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協
働して取り組む「流域治水」の実効性を高め
るための「特定都市河川浸水被害対策法等
の一部を改正する法律」（通称：流域治水関
連法）が令和３年に施行されたことを受け、
東大洲地区を流れる都谷川、野田川、古川
を令和５年４月１日に四国で初めて特定都
市河川の指定を行ったものである。

　この都谷川流域水害対策計画は、流域の
保水機能の低下等を踏まえ、特定都市河川
浸水被害対策法の改正で新たに創設された
様々な制度を活用することで、これまでの都
谷川流域での水害対策の取組をさらに進
め、流域治水を計画的、効果的かつ早期に
進めることができるよう河川管理者・下水道
管理者及び流域自治体、地域の防災リー
ダーなど、都谷川流域の関係者の協働によ
る総合的な浸水被害対策を定めたものであ
る。

　この「都谷川流域水害対策計画」は、流域
の保水機能の低下等を踏まえ、特定都市河
川浸水被害対策法の改正で新たに創設され
た様々な制度を活用することで、これまでの
都谷川流域での水災害対策の取組をさらに
進め、流域治水を計画的、効果的かつ早期
に進めることができるよう河川管理者・下水
道管理者及び流域自治体、地域の防災リー
ダーなど、都谷川流域の関係者の協働によ
る総合的な浸水被害対策を定めたものであ
る。

　平成30年豪雨災害の際、東大洲インターを中心と
した地区では、拠点地区を含め商業集積がかなり進
んでおり、被害に遭われた方が多くあった。
　このとき、ナショナルチェーンいわゆる外部資本の
会社は、次に被害にあった場合は出ていくとの厳し
い意見も聞いている。
　やはり経済活動をする上では、安全・安心の地域
でというのが基本なので、雇用面を含めて水害対策
というのは、こうした観点からも重要だと思っている。
　今回の都谷川の内水も非常に大きい問題と認識し
ており、計画により相当水位が下がると聞いている
ため、一番効果的な整備については早急に実現して
ほしい。

　今回の水害対策をとりまとめるにあたり、河川管理
者ができる対策だけでなく、流域の皆さんと一緒にと
いう概念も盛り込まれており、皆さんの御協力を得な
がら進めてまいりたい。（県）

本計画に沿って、水害に強いまち（流域）づく
りを目指し、関係者が一体となって流域治水
を本格的に実践し、流域の早期かつ確実な
治水安全度の向上を図る。

本計画に沿って、水害に強いまち（流域）づく
りを目指し、関係者が一体となって流域治水
を本格的に実践し、流域内住民等の安全の
確保を早期に図ることとしている。

平井（商工
業代表）
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NO.
計画書
の項目

該当
ページ

意見 回答
計画書（原案）
（2023.10.3）

計画書（案）
（2023.10.27）

原案からの修正箇所を赤字
意見者

　平成30年に浸水したが、住んでいるところはずっと
ハザードマップでリスクのあるところで、商売している
関係で動くことができないので、あの当時、事務所が
180cm浸水した。
　この計画によって床下浸水くらいになるということで
あるが、とにかく早く取りかかっていただきたいという
思いがある。

同上 同上 同上 桝田（流域
住民代表）

2
第1章
第1節
第1項

6

第1章　第1節　第1項　都谷川特定都市河川
流域の概要
図 1.9　立地適正化計画に定める誘導区域
の凡例
居住機能誘導区域界

第1章　第1節　第1項　都谷川特定都市河川
流域の概要
図 1.9　立地適正化計画に定める誘導区域
の凡例
居住誘導区域界

愛媛県

3
第1章
第3節
第3項

17

　吉岡委員、二宮委員から話があったように、雨の降
り方によって今まで心配なかったところに水がきて、
安心できるところとできないところがでてきたことか
ら、こういったところを国・県・市で検証していただき
たい。
　例えば、ダイレックスの裏辺りは、田畑の高さにハ
ウスを建てて栽培されている方がたくさんいるが、そ
こに水が入り6～7月の収穫期に育てたものがダメに
なったことが推察される。
　今回の6月、7月の雨がどうしてそういうところに溜
まってしまったのか、堤防整備との因果関係はどう
かなどについて、考えていただきたい。
　ここでずっと営農しようとする方の気持ちを考えれ
ば、お金が難しいにしても、適切な対応や検証は必
要ではないかと思うのでお願いしたい。

　内水については、大洲市では内水対策計画を策定
しているが、解析は机上計算であり、雨の降り方や
堤防が完成して樋門が閉まる時間が長くなる影響も
あるので、今後、現地の方の話も聞きながら検証し
ていきたいのでご理解願いたい。（市）

【流域の課題】
矢落川合流部の都谷川排水樋門閉鎖等に
伴う内水氾濫による被害

【流域の課題】
矢落川合流部の都谷川排水樋門閉鎖等に
伴う内水氾濫による被害

弓達（流域
住民代表）

4
第2章
第1節

19

　都谷川の貯留量の図のうち、河川改修はどの部分
を指しているのか。
　また、河川貯留量を確保するため、県管理区間で
何パーセント土砂が堆積した場合に、撤去していく方
針なのか。

　河川改修は、都谷川と野田川の改修済み区間の
貯留量を明示している。
　河床掘削は、現地を確認し、治水上支障となる場
合は維持工事で対応しているが、予算がかかる場合
は緊急度や優先度を判断し予算要望している。その
都度判断しており、特に決まりはない。（県）

第2章　第1節　基本的な考え方
図 2.1 (1)　浸水被害対策の基本的な考え方

第2章　第1節　基本的な考え方
図 2.1 (1)　浸水被害対策の基本的な考え方

中野（流域
住民代表）

　都谷川の上流部については、土砂の溜り具合は約
3割で、草や木が茂っている場合は、その都度見て
撤去している。土砂はそれほど溜まらないので、数
年に1回撤去する程度である。（市）

2
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計画書
の項目
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ページ

意見 回答
計画書（原案）
（2023.10.3）
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5
第2章
第1節

20

　とにかく早期にポンプを整備することが一番だと思
う。
　あとは住民の皆さんの理解である。　浸水する場所
がわかっているので、嵩上げ等をしてもらうしかな
い。大洲市や県で支援できたらいいと思う。

今後、検討してまいりたい。（事務局） ②被害対象を減少させるための対策（建築
物への対応）
　「大洲市拠点地区」等を考慮し、水害リスク
があるエリアにおける宅地の嵩上げや建築
物の構造の工夫等の浸水軽減対策を講じる
ものとし、主な対策は以下のとおりである。
・宅地嵩上げ等
・浸水被害防止区域の指定
・貯留機能保全区域の指定 等

②被害対象を減少させるための対策（建築
物への対応）
　「大洲市拠点地区」等を考慮し、水害リスク
があるエリアにおける宅地の嵩上げや建築
物の構造の工夫等の浸水軽減対策を講じる
ものとし、主な対策は以下のとおりである。
・宅地嵩上げ等
・浸水被害防止区域の指定
・貯留機能保全区域の指定 等

山本（流域
住民代表）

　私の家も2度浸水している。道路から1ｍ程嵩上げ
をしているが、平成7年は1.5ｍ、平成30年は2ｍほど
であった。こうしたことから、この辺りの家では2階を
住居にしたり、水害保険に入ったりして、自助努力を
している。柚木や肱南など初めて浸かった方は、水
害保険に入っていなかった方も多かったと聞く。自助
努力も必要だが、こういう住民への支援も必要であ
る。

　保険金の支援は難しいところである。（事務局） 同上 同上 山本（流域
住民代表）

6 第3章 26

第3章　都市浸水想定
　都市浸水想定として、計画対象降雨（平成
30 年7月豪雨）が生じた場合に、洪水（外水
浸水）または雨水出水（内水浸水）による浸
水が想定される区域及び浸水した場合に想
定される水深、浸水継続時間を示す。

第3章　都市浸水想定
　都市浸水想定として、計画対象降雨（平成
30 年7月豪雨）が生じた場合に、浸水が想
定される区域及び浸水した場合に想定され
る水深、浸水継続時間を示す。

国交省

表 3.1　都市浸水想定における 浸水戸数、
浸水面積、計算条件
計算条件　河道
現況（R3末河道・2ダム・現行操作）

表 3.1　都市浸水想定における 浸水戸数、
浸水面積、計算条件
計算条件　河道
R3末河道（暫定堤嵩上げ後・2ダム・現行操
作）

3



NO.
計画書
の項目

該当
ページ

意見 回答
計画書（原案）
（2023.10.3）

計画書（案）
（2023.10.27）

原案からの修正箇所を赤字
意見者

7
第4章
第1節
第1項

29

　私は、23年前に大洲に戻り、親元で農業を開始し
た。
　それから、平成16年、17年、23年、30年と堤防を越
えて水が畑に流れ込んだ。畑は二線堤の中にある
ので、ハウスの中が2ｍぐらいその度浸かっている。
そのとき私は、消防団として都谷川樋門に詰めてい
たので、畑の状況は見に行けないが、すごく心配な
思いをした。次の日は作物が浸かっているので早く
消毒し、半分でも残ればいいと思って努力してきた。
　30年以降、堤防ができてきて、今年の6月、7月の
雨では、以前の堤防では不安なところもあったが、7
ｍに堤防が上がり安心できるようになった。このと
き、二線堤の中は大丈夫だったが、田口方面で水が
溢れてしまった。田植えしたばかりで田んぼには影
響がなかったが、畑の農作物には多大な影響があっ
た。そんな中、農家さんは最後まで収穫を頑張って
いて関心したところ。
　今まで都谷川樋門に排水ポンプ車を設置していた
が、今回の排水機能とどれぐらい違うのか。また、樋
門が閉まってから開くまで動かすのかといった運用
について聞かせてほしい。

　排水ポンプ車は、現時点で最大能力の150ｍ3/min
を設置している。7月の雨ではもう1台追加して対応し
た。今回想定する排水機場は18m3/sであり、約7倍
の能力のものを計画している。（国）

第4章　第1節　第1項　国が行う河川の整備
（排水機場）
　既往の事例を踏まえ、都谷川流域の規模
に応じた排水機場を都谷川の下流端に整備
し、都谷川流域水害対策計画の計画対象降
雨（平成30年7月豪雨）が発生した際には、
各機関の対策と合わせて床上浸水を解消さ
せる。

第4章　第1節　第1項　国が行う河川の整備
（排水機場）
　既往の事例を踏まえ、都谷川流域の規模
に応じた排水機場を都谷川の下流端に整備
し、都谷川流域水害対策計画の計画対象降
雨（平成30年7月豪雨）が発生した際には、
各機関の対策と合わせて床上浸水を解消さ
せる。

二宮（農業
代表）

8 第6章 35

　下水道整備について、河原下地区は河川の水位
が上がると堤内地側に水が吹き上がってくる状態と
なり、30年豪雨でも床上浸水が発生したと聞いてい
る。こうした被害が解消されるのか確認したい。

　区画整理以外箇所の水が排水できるよう、堀の内
排水機場を1基増設するための準備を進めていると
ころ。（市）

第6章　下水道管理者が行う特定都市下水
道の整備に関する事項
　都谷川流域内の大洲市中村における排水
区域5haにおいて、雨水排水管等の整備や
堀の内雨水ポンプ場のポンプ設備の増設を
行い、当該区域の雨水を、都谷川を経由す
ることなく、堀の内雨水ポンプ場から直接、
肱川に放流できるようにする。
　また、雨水排水区において、既存水路の改
修などの検討を進める。

第6章　下水道管理者が行う特定都市下水
道の整備に関する事項
　都谷川流域内の大洲市中村における排水
区域5haにおいて、雨水排水管等の整備や
堀の内雨水ポンプ場のポンプ設備の増設を
行い、当該区域の雨水を、都谷川を経由す
ることなく、堀の内雨水ポンプ場から直接、
肱川に放流できるようにする。
　また、雨水排水区において、既存水路の改
修などの検討を進める。

弓達（流域
住民代表）

9
第7章
第2節

36

　2点目は、田んぼダムについて、東大洲盆地にも多
くの水田があり、浸水する田んぼがある一方で、田
んぼダムとして機能する水田も多くあることが見てわ
かる。これが大きなポテンシャルを持っており、ふれ
あいパークの何倍もの貯留機能があることもあり得
ると思っている。
　田んぼダムは、当然、農家の方の合意が必要であ
り、質や数量の低下を招かないような工夫が必要だ
が、このあたりを柔軟に考えていただき、河川管理者
だけでなく流域の関係者と一緒に、田んぼダムを効
果的に導入する方法を考えていただきたい。
　10cmのところを15cmや20cmと貯められるだけで大
きな効果となるので、圃場整備と合わせて総合的に
考えて、大洲市のこの地域を魅力ある持続可能なも
のにするために、そのような考えで進めていただきた
い。

　田んぼダムの効果的な貯留について、大洲市で
は、昨年度から検証中であり、東大洲地区の浸水エ
リア外の新谷地区において、6.2ヘクタールのエリア
を想定し、今年度は3.8ヘクタールで実証しているとこ
ろ。実証を踏まえて、貯留効果が拡大する方法で検
討してまいりたい。（市）

第7章　第2節　水田貯留
　流域内の水田を対象として、所有者の同
意のもと排水口に調整板を設置することで、
排水量を調整する水田貯留を積極的に推進
する。
　なお、水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に努め
るものとする。

第7章　第2節　水田貯留
　流域内の水田を対象として、所有者の同
意のもと排水口に調整板を設置することで、
排水量を調整する水田貯留を積極的に推進
する。
　なお、水田貯留にあたっては、水路改修な
ど農業振興につながる施策との連携に努め
るものとする。

森脇（学識
者）

4
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　田んぼダムで、新谷地区でポテンシャルが高いと
の話があり私もそう思っているが、古川沿いの洪水
頻度が低いところも貯留効果が発揮でき、高水頻度
が高いところの浸水被害を減らすことに繋がるので、
新谷地区だけで固定して考えるのではなく、柔軟に
考えてもいいと感じた。

　今後、検討していく中で参考としていきたい。（県） 同上 同上 森脇（学識
者）

10 第7章 37

　もう1つは、一人ひとりの住民ができることが大事で
ある。効果が低いのは仕方ないと思うが、特定のエ
リアでやっている微々たるものも流域全体でやって
いけば効果を示せるといいのではないか。
　3つ目は、あまり効果と言わないことも視点としては
大事である。レインガーデン（雨庭）といって雨を楽し
む庭を京都でやっている。文化として雨とまちづくり
を融合させることは、長い目で見ると色んな効果があ
るのではないか。単なる水位低下など定量的な効果
はないかもしれないが、なくても意味のあることがあ
るのではないかと思う。

　地域住民や企業等ができる身近な取組みを紹介し
た「流域治水マニュアル」をコラムとして掲載。（事務
局）

第7章　コラム「流域治水マニュアルの策定
について」
　県では、あらゆる関係者が協働して取り組
む流域治水を推進するため、地域住民や企
業等を対象に、流域治水の理解・共感を得
て参画を促すことを目的とした「流域治水マ
ニュアル」を、令和5年6月に2種類策定しまし
た。
　住民版については、県のイメージキャラク
ターである「みきゃん」を主人公にして、会話
形式で流域治水について解説したり、「雨の
日にお風呂の水を流さない」等の身近な取
組みを定量的に示すなど、小学生にもわか
りやすい内容にしています。
　企業版では、「雨水タンクの設置」「駐車場
の透水性舗装」等を紹介するほか、SDGsと
の関連を記載しています。マニュアル策定に
合わせて創設した「愛媛県流域治水推進企
業等登録制度」の紹介も行っています。
　詳細は県ホームページをご覧ください。

第7章　コラム「流域治水マニュアルの策定
について」
　県では、あらゆる関係者が協働して取り組
む流域治水を推進するため、地域住民や企
業等を対象に、流域治水の理解・共感を得
て参画を促すことを目的とした「流域治水マ
ニュアル」を、令和5年6月に2種類策定しまし
た。
　住民版については、県のイメージキャラク
ターである「みきゃん」を主人公にして、会話
形式で流域治水について解説したり、「雨の
日にお風呂の水を流さない」等の身近な取
組みを定量的に示すなど、小学生にもわか
りやすい内容にしています。
　企業版では、「雨水タンクの設置」「駐車場
の透水性舗装」等を紹介するほか、SDGsと
の関連を記載しています。マニュアル策定に
合わせて創設した「愛媛県流域治水推進企
業等登録制度」の紹介も行っています。
　詳細は県ホームページをご覧ください。

羽鳥（学識
者）

11 第9章 39

　意見として、まず1点目は、立地適正化計画の中
で、居住誘導区域に浸水のリスクの高いところが依
然として入っている現状であるが、万が一の時に避
難経路が確保しやすいという考え方が大事だと思っ
ている。
　こうしたことから、貯留機能保全区域や浸水被害防
止区域の指定等に関しては、単に面範囲だけでな
く、それによる効果によって避難経路が確保しやすく
なるようなことも具体的に検討していただきたい。

　大洲市立地適正化計画は、激特事業実施前の平
成30年当時の浸水想定エリアとなっており、激特事
業完了後は浸水想定エリアが変わる。また、今回の
流域水害対策計画により内水対策が進めば、避難
を含めて立地適正化計画の見直しが必要である。
　治水対策が進んでも逃れられないリスクもあるた
め、新たな立地適正化計画について国・県・市で検
討していく必要がある。（国）

第9章　都市浸水想定の区域における土地
の利用に関する事項
　水害リスクの評価やブロック毎の土地の利
用について留意すべき事項等の検討にあ
たっては、「水害リスクを踏まえた防災まちづ
くりのガイドライン（令和３年５月）」を参考と
するとともに、立地適正化計画に定める防
災指針等の防災まちづくりの方向性にも関
係することから、都谷川流域水害対策協議
会の場を活用し、河川、下水、都市、農林、
防災その他の関係する部局が連携し、都市
計画やまちづくりに関する計画等との整合・
連携を図る。

第9章　都市浸水想定の区域における土地
の利用に関する事項
　水害リスクの評価やブロック毎の土地の利
用について留意すべき事項等の検討にあ
たっては、「水害リスクを踏まえた防災まちづ
くりのガイドライン（令和３年５月）」を参考と
するとともに、立地適正化計画に定める防
災指針等の防災まちづくりの方向性にも関
係することから、都谷川流域水害対策協議
会の場を活用し、河川、下水、都市、農林、
防災その他の関係する部局が連携し、都市
計画やまちづくりに関する計画等との整合・
連携を図る。

森脇（学識
者）

　意見として、1つ目は、こういう流域治水対策ができ
ると、逆に危ないところに人が住んだり開発行為が
進んでしまい、せっかくの対策がマイナスの影響を及
ぼしかねないので、立地適正化での規制が大事。

災害リスクを踏まえた土地利用について追記する。
（事務局）

　内水被害が頻繁に発生する地域において
は、当該区域の居住者を居住誘導区域に誘
導するための所要の措置を講じる等、都市
計画やまちづくりに関する計画等も踏まえ、
土地利用の方針について検討する。

　内水被害が頻繁に発生する地域において
は、当該区域の居住者に災害リスクをわか
りやすく提示し、リスクの低いところに誘導す
るための所要の措置を講じる等、都市計画
やまちづくりに関する計画等も踏まえ、土地
利用の方針について検討する。

羽鳥（学識
者）

5
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12 第9章 40

【災害リスクを踏まえた居住誘導区域を設定
している事例】
図9.1　大洲市立地適正化計画の表題
居住機能誘導区域　参考図　大洲地域
（R2.10策定）

【災害リスクを踏まえた居住誘導区域を設定
している事例】
図9.1　大洲市立地適正化計画の表題
居住誘導区域　参考図　大洲地域（R2.10策
定）

愛媛県

13 第9章 41

【現況の内外水リスクマップ】
内外水リスクマップ（整備段階：現況）
【ハード整備実施後の内外水リスクマップ】
外水リスクマップ（整備段階：短期）

【現況の内外水リスクマップ】
内外水リスクマップ（整備段階：現況）（イメー
ジ）
【ハード整備実施後の内外水リスクマップ】
外水リスクマップ（整備段階：短期） （イメー
ジ）

国交省

14
第10章
第1節

42

（再掲）
　意見として、まず1点目は、立地適正化計画の中
で、居住誘導区域に浸水のリスクの高いところが依
然として入っている現状であるが、万が一の時に避
難経路が確保しやすいという考え方が大事だと思っ
ている。こうしたことから、貯留機能保全区域や浸水
被害防止区域の指定等に関しては、単に面範囲だ
けでなく、それによる効果によって避難経路が確保し
やすくなるようなことも具体的に検討していただきた
い。

　避難についても、計画の中で検討を進めてまいり
たい。（事務局）

第10章　第1節　貯留機能保全区域の指定
の方針
　貯留機能保全区域の指定にあたっては、
都市浸水想定の区域や、ハード整備後にお
いても堤防からの越水や無堤部からの溢水
及び内水等による浸水が想定される区域に
ついて、水田等の土地利用形態や、住家の
立地等の周辺の土地利用の状況等を考慮
した上で、当該土地の所有者の同意を得て
指定するものとする。

第10章　第1節　貯留機能保全区域の指定
の方針
　貯留機能保全区域の指定にあたっては、
都市浸水想定の区域や、ハード整備後にお
いても堤防からの越水や無堤部からの溢水
及び内水等による浸水が想定される区域に
ついて、水田等の土地利用形態や、住家の
立地等の周辺の土地利用の状況に加え、避
難経路の確保等を考慮した上で、当該土地
の所有者の同意を得て指定するものとす
る。

森脇（学識
者）

　土地の規制に関しては、一つの開発行為をする場
合に、規制がかかった場合は開発ができなくなる
ケースもあり悩ましい部分もあるが、十分配慮しなが
ら計画を立てていだきたい。

土地利用規制における開発に対する配慮について
は、今後の具体的な段階において、大洲市をはじめ
とする関係者や地域の皆様の御意見を聞きながら
調整して進めていくので、御協力をお願いしたい。
（県）

同上 同上 平井（商工
業代表）

43

　今年6月、7月の大雨では、今までなかった所で浸
水被害が発生していて、水害対策をすることで逆に
農作物に被害がでないかを心配している。野菜や水
稲は、万が一の時に備える収入保険の加入者が、
果樹に比べて少ないので、掛け金の補助をして加入
を促すことも必要と思っている。

　二線堤の北側の農地では、共済掛金の補助をして
いたが、完成堤となった今、他の地域と変わらない
条件となったため、補助は取り止めることで地権者
の了承を得ている。新たに農作物の補償や共済掛
金の補助は難しい。（市）

　指定に向けた合意形成にあたっては、流
域における浸水の拡大を抑制する観点か
ら、指定により土地の保全を図ることが重要
であること、河川と隣接する区域や水域とし
て連続する区域などは生物の生息・生育・繁
殖環境にとっても重要であること、土地の貯
留機能を保全することから区域内の水害リ
スクやごみ等の流入が残ること等について
説明し、土地の所有者や利害関係者等の理
解の促進に努める。

　指定に向けた合意形成にあたっては、流
域における浸水の拡大を抑制する観点か
ら、指定により土地の保全を図ることが重要
であること、河川と隣接する区域や水域とし
て連続する区域などは生物の生息・生育・繁
殖環境にとっても重要であること、土地の貯
留機能を保全することから区域内の水害リ
スクやごみ等の流入が残ること等について
説明し、土地の所有者や利害関係者等の理
解の促進に努める。

吉岡（農業
代表）

6
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15
第10章
第2節

44

（再掲）
　意見として、まず1点目は、立地適正化計画の中
で、居住誘導区域に浸水のリスクの高いところが依
然として入っている現状であるが、万が一の時に避
難経路が確保しやすいという考え方が大事だと思っ
ている。こうしたことから、貯留機能保全区域や浸水
被害防止区域の指定等に関しては、単に面範囲だ
けでなく、それによる効果によって避難経路が確保し
やすくなるようなことも具体的に検討していただきた
い。

（再掲）
　避難についても、計画の中で検討を進めてまいり
たい。（事務局）

第10章　第2節　第2節　浸水被害防止区域
の指定の方針
　浸水被害防止区域の指定にあたっては、
都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、水
害リスクマップ（浸水範囲と浸水頻度の関係
をわかりやすく示した地図）等も参考として、
現地の地盤の起伏や、土地利用形態等を考
慮した上で、愛媛県知事が大洲市長からの
意見聴取等を実施し、関係者の意向を十分
踏まえて指定の検討を行う。

第10章　第2節　浸水被害防止区域の指定
の方針
　浸水被害防止区域の指定にあたっては、
都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、水
害リスクマップ（浸水範囲と浸水頻度の関係
をわかりやすく示した地図）等も参考として、
現地の地盤の起伏や、土地利用形態に加
え、避難経路の確保等を考慮した上で、愛
媛県知事が大洲市長からの意見聴取等を
実施し、関係者の意向を十分踏まえて指定
の検討を行う。

森脇（学識
者）

16
第10章
第2節

45

第10章　第2節　浸水被害防止区域の指定
の方針
図 10.3　内外水リスクマップ（整備段階：現
況）と大洲市立地適正化計画重ね図
凡例
居住機能誘導区域界

第10章　第2節　浸水被害防止区域の指定
の方針
図 10.3　内外水リスクマップ（整備段階：現
況）（イメージ）と大洲市立地適正化計画重
ね図
凡例
居住誘導区域界

愛媛県
国交省

17
第11章
第1節

46

　もう一つは、災害避難カードやタイムライン作成な
どの話があったが、まず住民が自分のところのリスク
を知って意識を高めていかなければならないと思っ
ている。子供たちへの防災教育や地域での防災学
習、避難などについて、住民が取組める形で進めて
いただきたい。

　リスクコミュニケーションの充実を図ってまいりた
い。（事務局）

第11章　第1節　リスクコミュニケーションの
充実
　流域のあらゆる関係者によるリスクコミュ
ニケーションの充実を図ることを念頭に、減
災対策協議会等による関係機関との連携強
化や市町等とのホットラインによる河川情報
の共有、肱川流域緊急対応タイムライン「危
機感共有会議」による情報の共有、河川管
理者、下水道管理者及び地方公共団体は
被害の最小化を図るため、洪水ハザード
マップや内水ハザードマップの作成・周知、
土砂災害ハザードマップとの重ね合わせ、
住民一人一人の避難計画・情報マップを記
載した災害・避難カード等の作成促進、地区
タイムライン、マイ・タイムライン、小中学校
や地域を対象とした水災害教育の実施、災
害時における関係機関及び住民との避難行
動の判断に必要な河川水位に関する迅速な
情報提供・収集に向けた取組等について推
進する。

第11章　第1節　リスクコミュニケーションの
充実
　流域のあらゆる関係者によるリスクコミュ
ニケーションの充実を図ることを念頭に、減
災対策協議会等による関係機関との連携強
化や市町等とのホットラインによる河川情報
の共有、肱川流域緊急対応タイムライン「危
機感共有会議」による情報の共有、河川管
理者、下水道管理者及び地方公共団体は
被害の最小化を図るため、洪水ハザード
マップや内水ハザードマップの作成・周知、
土砂災害ハザードマップとの重ね合わせ、
住民一人一人の避難計画・情報マップを記
載した災害・避難カード等の作成促進、地区
タイムライン、マイ・タイムライン、小中学校
や地域を対象とした水災害教育の実施、災
害時における関係機関及び住民との避難行
動の判断に必要な河川水位に関する迅速な
情報提供・収集に向けた取組等について推
進する。

桝田（流域
住民代表）

　また、今のリスクコミュニケーションは避難に特化さ
れているが、開発する人に対しても対策をしてもらっ
た上で開発をしてもらうというリスクコミュニケーション
も大事になってくる。

　開発に関するリスクコミュニケーションを追記する。
（事務局）

　また、要配慮者利用施設における避難確
保計画の作成や実施義務化されている避難
訓練の徹底を図るとともに、避難行動要支
援者の個別避難計画の作成等を通じて避難
確保の実効性を高める。

　また、要配慮者利用施設における避難確
保計画の作成や実施義務化されている避難
訓練の徹底を図るとともに、避難行動要支
援者の個別避難計画の作成等を通じて避難
確保の実効性を高めるほか、流域内の開発
における対策の必要性について関係者への
理解促進に努める。

羽鳥（学識
者）
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第11章
第2節
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　以前、ポンプ車があっても30分に1～2cmは内水が
上がっていて、大雨が続いた場合は想定外と言われ
るかもしれないが、消防団からすると今までのポンプ
車は能力不足に思っていたところもあったが、畑の
中の水をちゃんと出してもらえるなら、いい計画だと
思っている。
　今後、ポンプ車を五郎に持っていくことは可能か。
五郎も半分ぐらいはすぐに浸かる地域なので、でき
ればお願いします。

　ポンプ車の設置については、内水の状況から危な
いところに持っていくなど、市と調整してやれることは
やっていきたい。（国）

表 11.1　肱川の減災に係る取組方針
減災目標
中下流域の手のひらのような、洪水が集中
しやすい地形や上流域の特徴を踏まえ、肱
川流域で発生しうる大規模水害に対し、「逃
げ遅れゼロ」や防災機能の維持を含む「社
会経済被害の最小化」を目指す。
目標達成に向けた4本柱
（１）円滑かつ迅速な避難行動のための取組
（２）洪水氾濫による被害の軽減及び避難時
間の確保のための水防活動等の取組
（３）社会経済活動を取り戻すための排水活
動及び施設運用の強化
（４）地域経済を支える浸水対策の取組

表 11.1　肱川の減災に係る取組方針
減災目標
中下流域の手のひらのような、洪水が集中
しやすい地形や上流域の特徴を踏まえ、肱
川流域で発生しうる大規模水害に対し、「逃
げ遅れゼロ」や防災機能の維持を含む「社
会経済被害の最小化」を目指す。
目標達成に向けた4本柱
（１）円滑かつ迅速な避難行動のための取組
（２）洪水氾濫による被害の軽減及び避難時
間の確保のための水防活動等の取組
（３）社会経済活動を取り戻すための排水活
動及び施設運用の強化
（４）地域経済を支える浸水対策の取組

二宮（農業
代表）
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　カヌーを部活動として推進する事業の際、肱川橋
付近にかなり砂が堆積している状況が見受けられ
た。堰が下がった状態ではあるが、砂の撤去の検討
をお願いしたい。

　国では、肱川本川の河道高さを数年に1回程度調
査しており、しっかり管理している。平成30年豪雨以
降は、主に下流部の堆積土撤去を実施している。現
在、肱川橋周辺で掘削の必要性はないが、今後緊
急的な対応が必要となった場合は対応する。（国）

第11章　第3節　気候変動に備えた流域治
水対策
表 11.2　都谷川流域水害対策一覧
対策内容
・本川（肱川、矢落川）：河道管理、樹木管
理、河道掘削、橋梁改築撤去

第11章　第3節　気候変動に備えた流域治
水対策
表 11.2　都谷川流域水害対策一覧
対策内容
・本川（肱川、矢落川）：河道管理、樹木管
理、河道掘削、橋梁改築撤去

弓達（流域
住民代表）
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総説 

 

都谷川は大洲盆地を流れる一級河川であり、都谷川流域に位置する大洲市東大洲地

区は、平成５年に「八幡浜・大洲地方拠点都市地域」の指定を受け、四国縦貫自動車

道の延伸と相まって内陸型の産業拠点地域として多くの企業が進出し、肱川流域及び

南予地方の拠点として発展してきた地域である。 

その一方で、都市化の進展によって、水田などが減少し、流域の保水機能が低下し

てきたことに加え、肱川・矢落川及び山地に囲まれた低平地である地理的要因から、

洪水が集中しやすく、水災害が発生しやすい特性を有していることから、長年洪水被

害が頻発している。 

そのため、都谷川流域が位置する肱川中下流域では、平成１６年に「肱川水系河川

整備計画（中下流圏域）」を策定し、同計画に基づき、上下流バランスを図りつつ、流

域住民の安全で安心な生活環境の確保と、良好な水辺環境の整備・保全を目指し、治

水施設の整備を着実に実施してきた。 

しかしながら、近年、気候変動の影響による降雨量の増加に伴い、水災害が激甚

化・頻発化しており、東大洲地区においても平成 30 年 7 月豪雨では、床上浸水が 781

戸、床下浸水が 448 戸に及ぶ甚大な家屋浸水被害が発生した。 

このため、肱川では河川激甚災害対策特別緊急事業などによる再度災害防止対策を

展開しており、東大洲地区においても、ふれ愛パーク北側の暫定堤防のかさ上げによ

る肱川からの越水（外水）対策を実施しているところであるが、この堤防整備に合わ

せて今後は支川にある都谷川の排水樋門の閉鎖等による内水氾濫に対して流域全体で

浸水被害対策を進めていく必要がある。 

このような現状に対応するため、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者

が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるための「特定都市河川浸水被害対

策法等の一部を改正する法律」（通称：流域治水関連法）が令和３年に施行されたこと

を受け、東大洲地区を流れる都谷川、野田川、古川を令和５年４月１日に四国で初め

て特定都市河川の指定を行ったものである。  

この「都谷川流域水害対策計画」は、流域の保水機能の低下等を踏まえ、特定都市

河川浸水被害対策法の改正で新たに創設された様々な制度を活用することで、これま

での都谷川流域での水災害対策の取組をさらに進め、流域治水を計画的、効果的かつ

早期に進めることができるよう河川管理者・下水道管理者及び流域自治体、地域の防

災リーダーなど、都谷川流域の関係者の協働による総合的な浸水被害対策を定めたも

のである。本計画に沿って、水害に強いまち（流域）づくりを目指し、関係者が一体

となって流域治水を本格的に実践し、流域内住民等の安全の確保を早期に図ることと

している。  
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第1章 都谷川特定都市河川流域の現状と課題 
第1節 都谷川特定都市河川流域と都谷川特定都市河川、都谷川特定都市下水道の

概要  

第1項 都谷川特定都市河川流域の概要  

都谷川は肱川水系矢落川の左支川であり、流域面積 10.8km2、合計流路延長

7.428km を要し、大洲盆地を流れる一級河川である。都谷川には野田川、西和田

川、古川が合流し、八幡浜・大洲地方拠点都市地域である商業集積地区を通り矢

落川へと流下している。 

大洲盆地は、肱川・矢落川及び山地に囲まれた低平地であり、長年洪水被害に

見舞われた地域である。そのため盆地内の集落は、洪水被害を避けるため、その

大部分は比較的安全な山すそや自然堤防などの微高地に成立していた。 

しかしながら、高度経済成長期の都市開発等によって低平地の家屋の増加や商

工業事業者などが増加する反面、水田の減少などによって保水機能が低下し、浸

水被害が頻発している。また、近年、気候変動等の影響に伴う豪雨災害の頻発

化・激甚化により、一段と浸水被害リスクが増大している状況である。 

 

表 1.1 流域の諸元 

流域面積（km2） 流路延長（km） 

10.8 

合計    ：7.428 

（都谷川 ：0.99） 

（野田川 ：3.30） 

（西和田川：0.29） 

（古川  ：2.848） 

 

表 1.2 特定都市河川指定河川 

流路延長（km） 

    合計  ：7.138 

 （都谷川 ：0.99） 

 （野田川 ：3.30） 

  （古川  ：2.848） 
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図 1.1 肱川水系流域図および都谷川流域の位置図 

 

図 1.2 都谷川流域図 

 

都谷川流域 
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図 1.3 都谷川流域の標高図 

 

 

図 1.4 A－A’ 断面 

 

※H.W.L（計画高水位）→計画高水流量が河川改修後の河道断面（計画断面）を流下するときの水 

位や河道縦断・横断を考慮して定められた水位 

T.P.→土地標高基準（東京湾平均海面） 

  

A 

A’ 

地盤高 

T.P.8.1m 

都谷川 

国道 56 号沿い 

H.W.L T.P.14.34m 

矢落川 

距離標 0.6km 

A A’ 
流域内で最も地盤高が低い箇所 
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(1) 土地利用の変遷 

昭和 51 年と平成 28 年時点の土地利用割合を図 1.5 に示す。これによると、昭

和 51 年～平成 28 年にかけて田の割合が減少し、建物用地・道路等の割合が増加

し、平成 5 年八幡浜・大洲地方拠点都市地域指定に伴い、都市化が進んでいるこ

とが確認できる。 

 

 
出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュ 

図 1.5 都谷川流域の土地利用変化 
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図 1.6 土地利用メッシュデータ（S51） 

 

図 1.7 土地利用メッシュデータ（H28） 
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図 1.8 拠点地区・盛土規制区域図 

 

 

図 1.9 立地適正化計画に定める誘導区域 

 

凡例 
都谷川流域界 
居住誘導区域界 
都市機能誘導区域界 
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図 1.10 農業振興地域整備計画 
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(2) 人口の推移  

表 1.3 及び図 1.11 に、住民基本台帳における大洲拠点地区周辺の行政人口・

世帯数の推移を示す。大洲市全体では、毎年人口・世帯数が減少する中、平成

17 年度に東若宮地区土地区画整理事業が竣工し、大洲拠点地区周辺の人口・世

帯数が増加している。 

 また、図 1.12 に大洲拠点地区の店舗進出数の推移を示す。平成 30年 7月豪雨

災害を受け、一時撤退する店舗があったものの、その後は順調に増加傾向であ

ることが読み取れる。 

  
 

表 1.3、図 1.11 住民基本台帳による大洲拠点地区周辺地区の人口・世帯数 

出典：住民基本台帳（東大洲区、日の出２区、喜多地区（区外）、東若宮区の合計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.12 大洲市拠点地区店舗進出数の推移 

出典： 大洲市 

  

（人） 前年比 （世帯） 前年比
H9 440 158
H12 402 -38 150 -8
H15 400 -2 156 6
H18 540 140 210 54
H21 712 172 276 66
H24 849 137 311 35
H27 932 83 347 36
H30 1,010 78 390 43
H31 1,126 116 431 41
R4 1,201 75 473 42

年度 行政人口 世帯数
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(3) 降雨特性  

大洲観測所（気象庁）における年最大 12 時間降水量は、昭和 58 年～平成 12 年

（1981～2000）の 20 年間と平成 13 年～令和 2 年（2001～2020）の 20 年間で、平

均値がそれぞれ 104.9mm、103.3mm とほぼ変わらない。しかし、後者の 20 年間で

は、前者の 20年間で記録されていない 160mm以上の 12時間降水量を 3度記録して

おり、集中豪雨の規模は大きくなっている。  

 

 

 

図 1.13  年最大 12 時間降水量の経年変化（大洲観測所、気象庁） 
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第2項 都谷川特定都市河川の概要  

都谷川流域は、肱川や矢落川および山地に囲まれた低平地であり、合流する矢

落川の H.W.L.(計画高水位)よりも土地が低く、洪水時には樋門の閉鎖により内水

氾濫が発生しやすい水害リスクの高い流域である。 

そのため、肱川や矢落川の河道整備やダム建設等の河道水位を低下させる対

策に加え、都谷川の流下能力向上を目的に、都谷川及びその支川の河川改修が

実施されている。  

 

 

図 1.14 都谷川流域の主要河川 

 

 

 

図 1.11 A－A’ 断面 

 

地盤高 

T.P.8.1m 

都谷川 

国道 56 号沿い 

H.W.L T.P.14.34m 

矢落川 

距離標 0.6km 

A A’ 
流域内で最も地盤高が低い箇所 

A 

A’ 
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第3項 都谷川特定都市下水道の概要  

大洲市の公共下水道は、肱川水系の水質保全と市街地の生活環境の整備を図

るため、下水の排除方式に汚水と雨水を別々の管渠系統で排除する分流式を採

用し、昭和 63 年度に下水道法事業計画（肱南処理区）の認可を受け事業に着手

した。 

都谷川流域内の肱北処理区については、平成 10 年度に下水道法事業計画の変

更認可を受け事業に着手し、現在も鋭意事業を推進中である。 

都谷川流域内の雨水排水区の整備については、既存水路の改修などを中心に

中長期的に整備を行っていく予定である。 

 

 



 

1
2
 

 

図 1.15 大洲市公共下水道事業計画の下水道計画一般平面図（雨水） 

出典：大洲市公共下水道事業計画 （変更）協議申出書 令和 3 年度 愛媛県大洲市 一般平面図（雨水）※一部編集 

肱南処理区 

肱北処理区 



13  

表 1.4 肱北処理区における都谷川流域内の排水区域（雨水）の整備状況 

排水区域名 
事業計画面積

（ha） 

整備済み面積

（ha） 

都谷川第 1 73 73 

古川 92 92 

肱川第 3 10 5 

都谷川第 3 33 33 

合計 208 203 

※令和 3 年度末時点 

：都谷川流域内の排水区域（整備後）          

※肱川第 3 排水区は整備後、都谷川流域外となる。 

 

第2節 都谷川流域における過去の浸水被害状況 

都谷川流域の東大洲地区では大規模な浸水被害が頻発しており、近年では、

平成 7 年、平成 16 年、平成 17 年、平成 23 年、平成 30 年に被害が発生してい

る。特に平成 30 年 7 月豪雨では、床上浸水が 781 戸、床下浸水が 448 戸に及ぶ

大規模災害となった。このため、現在、肱川流域で河川激甚災害対策特別緊急

事業が行われており、東大洲地区でも暫定堤防の嵩上げが完成したことから、

矢落川からの外水による浸水被害は減少し、今後は内水による浸水被害が顕著

となることが想定される。  

  

 

表 1.5 都谷川流域の主要洪水一覧表 

発生年月 発生原因 
被害状況 

浸水面積（ha） 床上浸水（戸） 床下浸水（戸） 

平成 7年 7 月 梅雨前線 370.0※1 不明 不明 

平成 16 年 8 月 台風 16 号 209.6※1 4※1 50※1 

平成 17 年 9 月 台風 14 号 175.0※1 3※1 13※1 

平成 23 年 9 月 台風 15 号 85.1※1 0※1 2※1 

平成 30 年 7 月 梅雨前線 457.6※2 781※3 448※3 

出典：※1 平成 23 年度肱川内水解析業務 報告書 

※2 浸水実績範囲図から算定 

※3 平成 30 年 7 月豪雨災害の被害と復旧・復興の状況（大洲市）【令和 4 年 12 月 1 日現在】の 

    浸水被害住家（棟数）の内、肱北・田口・若宮・平地区を集計 
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図 1.16  東大洲地区の洪水状況写真 

平成 7 年 7 月（梅雨前線） 平成 16 年 8 月（台風 16 号） 

肱川 

矢落川 

平成 17 年 9 月（台風 14 号） 

平成 30 年 7 月（梅雨前線） 

（提供：大洲市） 平成 30 年 7 月（梅雨前線） 

二線堤越流状況 

平成 23 年 9 月（台風 15 号） 
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図 1.17  都谷川流域浸水実績図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.18 洪水浸水想定区域図 

H16 浸水実績範囲 

H17 浸水実績範囲 

H23 浸水実績範囲 

H30 浸水実績範囲 
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第3節 都谷川流域の整備状況 

第1項 都谷川流域の整備状況の沿革 

都谷川流域では、流下能力の向上を目的に、昭和 55 年に愛媛県が「都谷川・

野田川改良工事全体計画」を策定した。また平成 14 年に大洲市が「肱川（東大

洲地区）の総合的な冠水被害軽減対策計画」を策定、平成 17 年に「大洲市大洲

拠点地区における宅地開発等に関する指導要綱」を制定、令和2年「大洲市立地

適正化計画」を策定し、流域全体で水害に強いまちづくりを推進してきた。 

  

表 1.6 治水対策の経緯 

年度 流域の動向 

昭和 55 年 都谷川・野田川改良工事全体計画 策定 

平成 14 年 肱川（東大洲地区）の総合的な冠水被害軽減対策計画 策定 

平成 17 年 大洲市大洲拠点地区における宅地開発等に関する指導要綱 制定 

令和 2 年 大洲市立地適正化計画 策定 

 

第2項 都谷川流域の整備状況  

(1) 治水対策  

都谷川では、河川改修事業として昭和 55 年に都谷川・野田川改良工事全体計画

を策定し、110m3/s が流下する河道を整備した。 

 

(2) 流域対策  

流域対策については、「肱川（東大洲地区）の総合的な冠水被害軽減対策計画」

に基づき、二線堤、貯留施設（ふれ愛パーク）を設置した。 

また、「大洲市大洲拠点地区における宅地開発等に関する指導要綱」に基づき、

盛土の規制を行っている。 
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第3項 都谷川特定都市河川流域における現状の課題  

東大洲地区の矢落川堤防が令和4年度に完成したことから、今後、都谷川流域で

は、洪水時における矢落川合流部の都谷川排水樋門閉鎖等による内水氾濫による被害

が懸念される。  

さらに、近年では、気候変動の影響による短時間降水量は増加傾向にあり、更なる

降水量の増加も懸念される。  

  

【流域の課題】 

矢落川合流部の都谷川排水樋門閉鎖等に伴う内水氾濫による被害 

  

【河川の課題】  

都谷川の全体計画策定範囲は概ね30年に1回程度の確率で発生しうる規模で整備

されているが、都谷川排水樋門閉鎖による溢水が懸念されるほか、上流区間の普通河

川は水路幅が狭小で浸水被害が発生しやすい。 

 

【下水道の課題】 

大洲市では、公共下水道事業着手以降、汚水管渠の整備を先行して実施しており、

雨水管渠の整備については、主要な管渠は概ね計画断面を満たしているものの、老朽

化による改修などを進める必要がある。 
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第2章 都谷川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方

針  

第1節 基本的な考え方  

都谷川流域の八幡浜・大洲地方拠点都市地域の指定に伴う急激な都市化の進展によ

る保水機能の低下や大洲盆地下流の狭窄部による流下能力不足に伴う肱川本川、矢落

川の高い水位の長期間化、それに伴う都谷川排水樋門閉鎖等による内水氾濫の増加、

また、低平地を放射状に広がる河川の集積など水害リスクの高い社会的、地形的要因

に加え、近年の地球温暖化に伴う気候変動等の影響による豪雨災害の頻発化・激甚化

を踏まえ、あらゆる規模の降雨が発生することを念頭に排水機場の整備等の治水対策

を加速化する。 

流域対策についても雨水貯留浸透施設の整備や貯留施設の保全・拡充などの対策を

進めつつ、貯留機能保全区域や浸水被害防止区域の指定も活用し、流域対策の実効性

を向上させるなど、本流域水害対策計画に基づき、流域のあらゆる関係者が協働し、

流域一帯で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じる。 

具体的には、都谷川流域における平成30年 7月の豪雨を都市浸水の発生を防ぐべ

き目標となる降雨（計画対象降雨）として定め、排水機場整備、河道整備、下水道整

備等の内水対策や、貯留施設、水田貯留、雨水貯留浸透施設等の流域対策の推進によ

り、都谷川の内水氾濫による大規模被害を解消させるとともに、一部に残る浸水が想

定される区域においては、水害リスク（浸水深や浸水頻度等）や「大洲市都市計画マ

スタープラン」及び「大洲市立地適正化計画」等のまちづくり計画を考慮の上、土地

利用規制（貯留機能保全区域の指定）等を活用し、流域内住民等の安全の確保を図

る。 

なお、整備等にあたっては、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面にお

いて、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域

づくりを進めるグリーンインフラの考えを踏まえるものとする。内水氾濫によって生

じるごみ対策については、河川及び下水道の管理者、地方公共団体のみならず、河川

協力団体や地域住民等とも連携して取り組むものとする。 

 

以上の基本的な考え方に基づき、流域のあらゆる関係者の参画のもと、土地利用状

況や地形特性等を踏まえ、平成30年 7月豪雨の実績規模に対して、「①氾濫をできる

だけ防ぐ・減らす対策」「②被害対象を減少させるための対策」「③被害の軽減、早期

復旧、復興のための対策」の3つの視点から、総合的かつ多層的な対策を講じる。  
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 都谷川においては、愛媛県の「都谷川・野田川改良工事全体計画」に基づき、各河川の

改修が行われている。 

 河道整備による対策は、既に実施済であるが、都谷川排水樋門を全閉することによる内

水被害への対策については、実施出来ていないところである。 

 そのため、「都谷川流域水害対策計画」においては、近年の頻発化・激甚化する水害を

踏まえ、あらゆる規模の洪水が発生することを念頭に、排水機場の整備を実施するととも

に、流域対策についても雨水貯留浸透施設の整備や水田貯留（田んぼダム）の検討、貯留

機能保全区域や浸水被害防止区域の指定を行い、流域対策の実効性を向上させる。 

 計画対象降雨の平成30年 7月豪雨による都谷川排水樋門閉鎖時間帯の湛水量1,480千

㎥に対して、目標水位以下の容量（河川・水田等の貯留量680千 m3）、貯留施設23.5千

m3、下水道整備12.1千 m3、流域対策134.5千 m3では対応出来ないため、都谷川排水機場

630千 m3を整備し、関係機関それぞれが分担することとした。 

 さらに、計画を上回る洪水に対しても、氾濫の被害を出来るだけ軽減するようソフト対

策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H30.7の湛水量1,480千 m3は都谷川樋門閉鎖時間帯の流出量の合計値 

図 2.1 (1) 浸水被害対策の基本的な考え方 
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①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策（氾濫への対応）  

流域全体で雨水や流水等を貯留する対策や洪水を流下させる対策、氾濫水を制御す

る対策をそれぞれ充実し、自然環境が有する多様な機能も活かしながら効果的に組み

合わせて実施するものとし、主な対策は以下のとおりである。  

・河道整備 

・二線堤の整備 

・公園貯留施設（ふれ愛パーク）の整備 

・排水機場の整備 

 

②被害対象を減少させるための対策（建築物への対応）  

「大洲市拠点地区」等を考慮し、水害リスクがあるエリアにおける宅地の嵩上げや

建築物の構造の工夫等の浸水軽減対策を講じるものとし、主な対策は以下のとおりで

ある。  

・宅地嵩上げ等  

・浸水被害防止区域の指定 

・貯留機能保全区域の指定 等 

 

図 2.2 大洲市拠点地区 

 

 

 

大洲市拠点地区 
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 ③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策（脆弱性への対応）  

流域全体で「避難体制の強化」「経済被害の軽減」「早期復旧・復興」等のための対

策を組み合わせ、被害を最小化する。  

以下の取組を推進するため、水害リスク情報を充実させる。  

・洪水ハザードマップの周知に、より一層努めるとともに、まるごとまちごと

ハザードマップの設置など、住民の水害リスクに対する理解促進、実効性確

保  

・要配慮者利用施設における避難確保計画や避難行動要支援者の個別避難計画の

作成及び避難訓練実施の徹底による避難の実効性確保 等  

  

 

 

 

図 2.3 大洲市洪水ハザードマップ（東大洲付近） 
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第2節 計画期間  

対象期間は、河川整備計画（国、県）、下水道計画、まちづくりの計画期間を考慮

したうえで設定するものとする。  

河川整備計画については、肱川では令和 4年に策定した「肱川水系河川整備計画

（変更）【中下流圏域】」における対象期間が概ね 30 年であるものの、河川整備計

画の完了年度が令和 30年であることを踏まえると、残りの期間が概ね 25年である。 

下水道計画については、平成26年に全体計画の変更を行っており、計画目標年度

を令和22年度としていることから、残りの期間は概ね20年である。 

まちづくり計画については、令和2年に策定した「大洲市都市計画マスタープラ

ン」及び「大洲市立地適正化計画」では概ね20年後の都市の姿を展望しつつ、令和

22年を計画の目標期間としている。  

  

以上のとおり、河川整備計画（国、県）、下水道計画、まちづくりの計画期間を

踏まえ、計画対象降雨（平成 30 年 7 月の豪雨）に対し、流域一体で総合的かつ多

層的な浸水被害対策による浸水の解消又は軽減する効果を発現させるために必要な

期間として、本計画の計画期間を概ね 20 年とする。  

なお、本計画は、これまでの災害発生状況、現時点の課題や河道状況等に基づき策

定するものであり、河川及び下水道整備の進捗、河川状況の変化、新たな知見、技術

的進歩、まちづくり等の社会情勢の変化等にあわせ、必要な見直しを行うものとす

る。  
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第3節 計画対象区域 

計画対象区域は、都谷川流域に流れ込む下水道事業計画区域を含めた都谷川特定都

市河川流域全体とし、河川対象区間は、都谷川、野田川、古川の水防法第 14 条に基

づく洪水浸水想定区域指定河川の県管理区間上流端までとする。 

 

特定都市河川浸水被害対策法第 3条第 5項及び同項において準用する同条第 3項の規程により、特定都市河川及び特定都市

河川流域を次のとおり指定（令和 5年 3月 31日 愛媛県告示第 368号） 

表 2.1 河川対象区間 

河川名 
区間 

上流端 下流端 

都谷川 
左岸 大洲市徳森925番 2地先 

右岸 大洲市徳森709番 2地先 
矢落川への合流点 

野田川 
左岸 大洲市新谷丁287番 1地先       

右岸 大洲市新谷丁286番 5地先 
都谷川への合流点 

古川 
左岸 大洲市若宮字ヲモテヤシキ759番 2地先 

右岸 大洲市若宮字マンザイ727番 1地先 
都谷川への合流点 

 

 

図 2.4 河川対象区間 
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第4節 特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨  

都谷川流域における既往最大となる浸水被害は、平成30年 7月豪雨（床上781

戸、床下448戸）で発生しており、肱川本川の河川整備計画変更の契機となってい

る。なお、当該洪水の12時間雨量は、概ね50年に1回程度の確率で発生しうる規模

であった。 

都谷川流域における外水対策としては、概ね30年に1回程度の確率で発生しうる

規模の降雨を目標として対策を行っている。また、下水道においても概ね10年に1

回程度の確率で発生しうる規模の降雨を目標として対策を進めている。  

一方、近年、全国各地で地球温暖化に伴う気候変動の影響により、施設能力を上回

る洪水が発生しており、大規模な豪雨災害が頻発している状況がある。  

これらを総合的に勘案し、流域全体で都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨

（計画対象降雨）を既に気候変動の影響があり、既往最大の被害を受けている平成

30年 7月豪雨とし、降雨波形及び降雨量を定め、河川整備、下水道整備、貯留浸透

施設の設置、土地利用規制等を活用し、流域の浸水発生を防ぐ。  

 

 

図 2.5 東大洲流域平均雨量（平成 30年 7月豪雨） 
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【外水リスクマップ計算条件】 

波形：H2.9洪水 

現況：河道：H27末河道、堤防：H27末時点 

（※暫定堤防一次嵩上げ前） 

 

国土交通省は、防災・減災のための土地利用の促進など流域治水の取組を推進する

ことを目的とし、想定最大規模降雨のみならず比較的発生頻度が高い降雨規模の場合

に想定される浸水範囲や浸水深を明らかにするため、「水害リスクマップ」を作成す

ることとしている。  

今後、特定都市河川流域における水害リスクマップとして内外水リスクマップを作

成し、大洲市に示すとともに、住民にもわかりやすく情報を提供し周知を図ってい

く。また、この水害リスクマップを活用して、浸水被害対策の実効性を確認する等に

より、目標となる降雨の設定の妥当性等についても確認する。  

 

 

図 2.6 内外水リスクマップ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

※内外水リスクマップ：想定される浸水範囲を降雨規模別（1/10、1/30、1/50 等）にランク分けして

示した地図であり、浸水解析により外水氾濫（肱川流域）と内水氾濫（都谷

川流域）のシミュレーションを実施した上で、重ね合わせたもの。 

高頻度（1/10） 

中高頻度（1/30） 

中頻度（1/50） 

中低頻度（1/100） 

想定最大規模 

 

凡例 

【内水リスクマップ計算条件】 

波形：H30.7洪水 

現況：河道：R3末時点、堤防：R3末時点 

野村ダム・鹿野川ダム：現行操作（令和元年変更） 
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第3章 都市浸水想定  

都市浸水想定として、計画対象降雨（平成30 年 7月豪雨）が生じた場合に、浸水

が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を示す。この

時、都谷川流域内での最大浸水深は約2.4mとなっている。 

 

図 3.1 都市浸水想定（浸水深） 

 

表 3.1 都市浸水想定における 浸水戸数、浸水面積、計算条件  

 都市浸水想定 

浸水戸数（戸） 133 

浸水面積（ha） 206 

計算条件 

外力 
外水：H30.7実績 

内水：H30.7実績 

河道 
R3末河道 

（暫定堤嵩上げ後・2ダム・現行操作） 

流域対策 
二線堤 

ふれ愛パーク（貯留施設） 
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図 3.2 都市浸水想定（浸水継続時間） 

 

  

72時間以上 

24-72時間（3日間） 

12-24時間（1日間） 

12時間未満 

凡 例 
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第4章 都谷川特定都市河川の整備に関する事項  

流域全体で都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画対象降雨）と定めた平

成30年 7月豪雨について、浸水被害が発生しないような対策を行う。 

・排水不良については、都谷川の下流端に排水機場を整備する。 

・都谷川自体の流下能力不足については、過去に河川改修が実施されているが、 

更なる河道整備を進める。 

・浸水被害を軽減するため設置された二線堤、公園貯留施設について、継続して 

運用管理を行っていく。 

 

 

図 4.1 水位縦断図（都谷川） 
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第1節 河川工事の目的、種類及び施工の場所  

第1項 国が行う河川の整備（排水機場）  

既往の事例を踏まえ、都谷川流域の規模に応じた排水機場を都谷川の下流端に整備

し、都谷川流域水害対策計画の計画対象降雨（平成30年 7月豪雨）が発生した際に

は、各機関の対策と合わせて床上浸水を解消させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2 排水機場位置図  

 

第2項 愛媛県が行う河川の整備（河道整備）  

愛媛県では、「都谷川・野田川改良工事全体計画」に基づき、各河川の改修が実施

された。 

さらに、大洲市と連携して、都谷川、古川、野田川で更なる河道整備（嵩上げ等）

を進める。なお、整備内容については今後検討する。 

表 4.1 都谷川・野田川改良工事全体計画に基づく治水対策箇所 

河川 計画対象雨量確率 区間 

都谷川 1/30 
矢落川合流点より上流 

120m～1,000m 

野田川 1/30 
都谷川合流点より上流 

0m～2,240m 

矢落川 

肱川 

排水機場の設置 

都谷川排水樋門 
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図 4.3 都谷川流域の主要河川 

 

表 4.2 都谷川改良工事全体計画諸元 

項目 計画値・範囲 

計画高水流量 110m3/s 

計画対象雨量確率 1/30 

改修区間 
矢落川合流点より上流 

120m～1,000m 

 

 

Q=35m
3
/s Q=60m

3
/s Q=110m

3
/s 

都谷川改修済区間 

野田川改修済区間 
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図 4.4 計画高水流量配分図（都谷川） 

 

 

図 4.5 計画平面図（都谷川） 

 

改修済区間 
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図 4.6 標準横断図（都谷川） 

 

表 4.3 野田川改良工事全体計画諸元 

項目 計画値・範囲 

計画高水流量 50m3/s 

計画対象雨量確率 1/30 

改修区間 
都谷川合流点より上流 

0m～2,240m 

 

 

図 4.7 計画高水流量配分図（野田川） 
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図 4.8 計画平面図（野田川） 

 

図 4.9 標準横断図（野田川） 

改修済区間 
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第3項 大洲市が行う整備（貯留浸透施設等） 

肱川（東大洲地区）の総合的な冠水被害軽減対策計画に基づき、二線堤、公園貯留

施設（ふれ愛パーク）を設置し、運用管理を行っている。 

 

 

図 4.10 二線堤と公園貯留施設の位置関係 

 

図 4.11 公園貯留施設図 

都谷川排水樋門 
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第5章 都谷川特定都市河川流域において当該特定都市河川の河

川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項  
 

河川管理者等が行う雨水貯留浸透施設の整備については、今後、必要に応じて検討

を行う。  

 

 

第6章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項 

都谷川流域内の大洲市中村における排水区域5haにおいて、雨水排水管等の整備や

堀の内雨水ポンプ場のポンプ設備の増設を行い、当該区域の雨水を、都谷川を経由す

ることなく、堀の内雨水ポンプ場から直接、肱川に放流できるようにする。 

また、雨水排水区において、既存水路の改修などの検討を進める。 

 

第7章 都谷川特定都市河川流域において河川管理者及び下水道

管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸

水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下

への浸透に関する事項 
 

都谷川排水樋門閉鎖による内水氾濫が懸念され、川の勾配が緩やかで洪水が流れに

くく水害の発生しやすい都谷川の地形特性を踏まえ、排水機場等で治水安全度を向上

させることのみならず、流域から河川への流出を抑制させることが重要である。 

このため、開発等の雨水流出を増大させるおそれのある行為に対し、流出抑制対策

を義務付ける（雨水浸透阻害行為の許可）とともに、これらの規制的手法のみなら

ず、流域のあらゆる関係者の協力による付加的な雨水の貯留や浸透に係る取組の促進

を図り、地方公共団体・民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備を進める。 

都谷川特定都市河川流域における計画期間の目標対策量は、雨水貯留浸透施設で

12.5千 m3とし、水田貯留と一体で対策の一層の促進を図る。 

これらと合わせて、保水・遊水機能を有する土地の保全を図る。 
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第1節 雨水貯留浸透施設  

流域内の雨水が河川へ急激に流入することを抑制するため、公共施設・用地等への

雨水貯留浸透施設の整備を積極的に推進するとともに、浸水常襲地区等の課題である

内水浸水被害の解消に向け、雨水貯留施設等の整備を推進する。また、既に都市公園

として活用されている土地を含め、国・県・市有地を活用した雨水貯留浸透施設等の

整備を検討・実施する。  

また、民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備を促進する。開発に伴う防災調

整池や貯留施設等を設置する際には、さらなる貯留機能を付した雨水貯留浸透施設の

整備を働きかけ、雨水貯留浸透施設整備計画の認定（第 8 章で詳述）に基づく支援

制度も活用し、目標対策量の確保を図る。  

個人住宅等に設置する雨水貯留浸透施設について、流域内の住民等による各戸貯留

を促進し、流出抑制を図るため、愛媛県・大洲市による助成等の支援制度を検討す

る。  

また、雨水貯留浸透施設の設置に当たっては、景観や環境にも配慮するものとし、

平常時の多目的利用や震災時等、非常時のオープンスペースとしての活用についても

検討するものとする。  

  

第2節 水田貯留  

流域内の水田を対象として、所有者の同意のもと排水口に調整板を設置すること

で、排水量を調整する水田貯留を積極的に推進する。  

なお、水田貯留にあたっては、水路改修など農業振興につながる施策との連携に努

めるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 水田貯留のイメージ  
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第3節 既存の公園貯留施設等や保水・遊水機能を有する土地の保全  

流域に設置されている公園貯留施設は、流域内の浸水被害の防止に有効であること

から、その機能の保全を図る。  

雨水の一時的な保水・遊水機能を有する山林・緑地・農地の保全や開発抑制などの

協力要請を積極的に実施し、これらの機能の保全に努める。また、取組にあたって

は、流域全体の保水力の向上や、流域内の浸透機能を有する緑地等の土地の保全を図

る。  

 

第4節 雨水浸透阻害行為の許可等  

今後、開発等による雨水浸透阻害行為に該当する 1,000m2以上の行為に対して

は、流出雨水量の増加を抑制するための対策工事を義務化し、事前許可制とすること

で着実に対策を実施するとともに、その機能の中長期的な維持に努める。  

また、対策工事の義務付けの対象外となる 1,000 m2未満の行為に対しては、当該

雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう

努める。 

 

 

県では、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水を推進するため、地域住民

や企業等を対象に、流域治水の理解・共感を得て参画を促すことを目的とした「流域

治水マニュアル」を、令和5年 6月に2種類策定しました。 

住民版については、県のイメージキャラクターである「みきゃん」を主人公にし

て、会話形式で流域治水について解説したり、「雨の日にお風呂の水を流さない」等

の身近な取組みを定量的に示すなど、小学生にもわかりやすい内容にしています。 

企業版では、「雨水タンクの設置」「駐車場の透水性舗装」等を紹介するほか、

SDGsとの関連を記載しています。マニュアル策定に合わせて創設した「愛媛県流域

治水推進企業等登録制度」の紹介も行っています。 

詳細は県ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【住民版】     【企業版】  

コラム「流域治水マニュアルの策定について」 
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第8章 雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項 

雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする民間事業者等（国及び地方公共団

体以外の者）は、以下の認定の基準に適合する場合に、施設の設置管理に関する雨水

貯留浸透施設整備計画を作成した上で、愛媛県知事に申請することで、認定を受ける

ことができる。  

計画の認定を受けた施設は、国及び地方公共団体による設置費用の補助、固定資産

税の減免及び地方公共団体による管理協定制度の対象となるものである。  

  

施設の規模に係る認定の基準は、雨水貯留浸透施設の総貯水量から雨水浸透阻害行

為の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量が 30m3以上である。  

今後、当該基準について、規則で、区域を区切り、0.1 m3～30 m3未満の範囲内で

引き下げる場合は、本計画を変更し、引き下げ後の規模を明示する。  

  

施設の構造及び設備に係る認定の基準は、以下の通りである。  

・堅固で耐久力を有する構造であること  

・雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排

水設備その他の設備を備えたものであること  

  

施設の管理の方法に係る認定の基準は、以下の通りである。  

・雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能

を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われる

ものであること  

・点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食、劣化その他の異状があることが明

らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること  

・雨水貯留浸透施設の維持管理が計画的に行われるものであること  

  

施設の管理の期間に係る認定の基準は、10 年以上とする。  

今後、当該基準について、10年を超え50 年以下の範囲内で引き延ばす場合は、本

計画を変更し、引き延ばし後の引き延ばし規模を明示する。  

  

認定権者である愛媛県知事は、本制度の趣旨等の周知に努めるとともに、民間事業

者等からの事前相談の窓口となって対応する。 
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第9章 都市浸水想定の区域における土地の利用に関する事項  

都市浸水想定に加え、雨水出水（内水）浸水想定区域、過去の浸水実績図、治水地

形分類図などからハザード情報などを把握するとともに、流域の土地利用の現況や人

口・資産の集積状況などを把握し、水害リスクを評価する。その上で、今後、都市浸

水想定のブロック毎に、水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を整理し、浸水被害

対策について定めることとし、今後、都谷川流域水害対策協議会にて検討していくも

のとする。  

水害リスクの評価やブロック毎の土地の利用について留意すべき事項等の検討にあ

たっては、「水害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（令和３年５月）」

を参考とするとともに、立地適正化計画に定める防災指針等の防災まちづくりの方向

性にも関係することから、都谷川流域水害対策協議会の場を活用し、河川、下水、都

市、農林、防災その他の関係する部局が連携し、都市計画やまちづくりに関する計画

等との整合・連携を図る。 

内水被害が頻繁に発生する地域においては、当該区域の居住者に災害リスクをわか

りやすく提示し、リスクの低いところに誘導するための所要の措置を講じる等、都市

計画やまちづくりに関する計画等も踏まえ、土地利用の方針について検討する。 

また、宅地嵩上げ等の実施にあたっては、水害リスクを踏まえた土地利用の方向性

を踏まえて対策を行う。  
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【現況の内外水リスクマップ】  

 

内外水リスクマップ（整備段階：現況）（イメージ） 

 

 

【ハード整備実施後の内外水リスクマップ】  

  

内外水リスクマップ（整備段階：短期）（イメージ） 

 

 

 

 

 

【外水リスクマップ計算条件】 

波形：H2.9洪水 

現況：河道：H27末河道、堤防：H27末時点 

（※暫定堤防一次嵩上げ前） 

野村ダム・鹿野川ダム：旧操作 

【内水リスクマップ計算条件】 

波形：H30.7洪水 

現況：河道：R3末時点、堤防：R3末時点 

野村ダム・鹿野川ダム：現行操作（令和元年変更） 

短期：河道：R3末河道、堤防：整備完了 
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第10章 貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針  

特定都市河川流域における浸水の拡大を抑制する観点から、洪水や雨水を一時的に

貯留する機能を有する土地を「貯留機能保全区域」に指定する。  

また、浸水被害が頻発し、住民等の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがある

エリアに対し、住民等の生命及び身体の保護のため、当該土地について、「浸水被害

防止区域」指定の検討を行う。  

区域の指定の検討に当たっては、都市浸水想定の区域における土地の利用に関する

事項を踏まえ、関係部局（河川、下水道、都市計画、農林、防災その他の関係部局）

が緊密に連携し、検討を行うことが必要である。河川管理者等は、愛媛県各部署に対

し、必要な情報提供、助言その他の援助を行う。  

 

第1節 貯留機能保全区域の指定の方針  

貯留機能保全区域は、河川沿いの低地や窪地等の雨水等を一時的に貯留し、区域外

の浸水拡大を抑制する効用があり、過去より農地等として保全されてきた土地の貯留

機能を将来にわたって可能な限り保全するために指定する。  

貯留機能保全区域の指定にあたっては、都市浸水想定の区域や、ハード整備後にお

いても堤防からの越水や無堤部からの溢水及び内水等による浸水が想定される区域に

ついて、水田等の土地利用形態や、住家の立地等の周辺の土地利用の状況に加え、避

難経路の確保等を考慮した上で、当該土地の所有者の同意を得て指定するものとす

る。  
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指定に向けた合意形成にあたっては、流域における浸水の拡大を抑制する観点か

ら、指定により土地の保全を図ることが重要であること、河川と隣接する区域や水域

として連続する区域などは生物の生息・生育・繁殖環境にとっても重要であること、

土地の貯留機能を保全することから区域内の水害リスクやごみ等の流入が残ること等

について説明し、土地の所有者や利害関係者等の理解の促進に努める。  

また、貯留機能保全区域における堆積ゴミ等の対策については、河川協力団体等地

域との連携を検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.1 盛土範囲“小”の浸水深差分図（盛土後－盛土前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2 盛土範囲“大”の浸水深差分図（盛土後－盛土前） 

 

盛土範囲 

盛土範囲 盛土により浸水深が増加 

盛土により浸水エリアが拡大 
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第2節 浸水被害防止区域の指定の方針  

浸水被害防止区域は、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある土地

において、開発規制・建築規制を措置することで高齢者等の要配慮者をはじめとする

住民等の生命・身体を保護するために指定する。  

浸水被害防止区域の指定にあたっては、都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、水

害リスクマップ（浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく示した地図）等も参考と

して、現地の地盤の起伏や、土地利用形態に加え、避難経路の確保等を考慮した上

で、愛媛県知事が大洲市長からの意見聴取等を実施し、関係者の意向を十分踏まえて

指定の検討を行う。  
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第11章 浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止す

るための措置に関する事項 
第1節 リスクコミュニケーションの充実 

流域のあらゆる関係者によるリスクコミュニケーションの充実を図ることを念頭

に、減災対策協議会等による関係機関との連携強化や市町等とのホットラインによる

河川情報の共有、肱川流域緊急対応タイムライン「危機感共有会議」による情報の共

有、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は被害の最小化を図るため、洪水ハ

ザードマップや内水ハザードマップの作成・周知、土砂災害ハザードマップとの重ね

合わせ、住民一人一人の避難計画・情報マップを記載した災害・避難カード等の作成

促進、地区タイムライン、マイ・タイムライン、小中学校や地域を対象とした水災害

教育の実施、災害時における関係機関及び住民との避難行動の判断に必要な河川水位

に関する迅速な情報提供・収集に向けた取組等について推進する。  

また、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や実施義務化されている避難

訓練の徹底を図るとともに、避難行動要支援者の個別避難計画の作成等を通じて避難

確保の実効性を高めるほか、流域内の開発における対策の必要性について関係者への

理解促進に努める。 

 

 

 

図 11.1 タイムライン危機感共有会議による情報の共有  

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2 災害・避難カードの作成 

 

 

 

 

 

図 11.3 防災教育 
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第2節 大規模氾濫に関する減災対策  

平成 27 年に発生した関東・東北豪雨災害を契機に水防災意識社会を再構築する

ことを目的に平成 28 年 3 月に「肱川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設

立し、平成 28 年 5 月に「水防災意識社会再構築ビジョンに基づく肱川の減災に

係る取組方針」を策定した。  

その後、緊急行動計画がとりまとめられ、概ね5か年で取り組むべき緊急対策の策

定、平成３０年７月豪雨を受けて顕在化した新たな課題対応するための改定が行われ

た。令和３年３月には、治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したも

の」に見直した「肱川流域治水プロジェクト」が策定され、河川の流域のあらゆる関

係者が協働して流域全体で行う治水対策「流域治水」へ転換している。  

 

表 11.1 肱川の減災に係る取組方針 

減災目標 

中下流域の手のひらのような、洪水が集中しやすい地形や上流域の特徴を踏まえ、肱川

流域で発生しうる大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」や防災機能の維持を含む「社会

経済被害の最小化」を目指す。 

目標達成に向けた 4本柱 

（１）円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

（２）洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組 

（３）社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化 

（４）地域経済を支える浸水対策の取組 

 

第3節 気候変動に備えた流域治水対策 

令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激

甚化・頻発化に備え、肱川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害

を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進するめの協議・情報共有を行うこ

とを目的に令和 2年 8 月に「肱川流域治水協議会」を設立し、令和 3年 3月に「肱

川水系流域治水プロジェクト」を策定した。 

 前節の大規模氾濫に関する減災対策とともに、集水域と河川区域のみならず、氾濫

域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ「①氾濫をできるだけ防ぐ、減

らす対策」「②被害対象を減少させるための対策」「③被害の軽減、早期復旧・復興の

ための対策」の３本柱により多層的に進めることとした。 
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表 11.2 都谷川流域水害対策一覧 

区分 対策内容 実施主体 

氾濫をできるだ

け防ぐ・減らす

ための対策 

・本川（肱川、矢落川）：河道管理、樹木管理、河道掘

削、橋梁改築撤去 

・支川（都谷川）排水機場整備 

・山鳥坂ダム建設、野村ダム改良 

 

 

国土交通省 

・支川（都谷川、野田川、古川、西和田川）：河道管理、

樹木管理 

・支川（都谷川、野田川、古川）：河道整備（嵩上げ等） 

・砂防施設の整備 

 

 

愛媛県 

・下水道（雨水）の整備 

・雨水貯留浸透施設整備 

・流出抑制（田んぼダム）の推進 

・公園貯留施設等の保全・拡充※１ 

・森林整備、治山対策 

 

大洲市 

※１国、愛媛県、

民間事業者等を

含む 

被害対象を減少

させるための対

策 

・貯留機能保全区域の指定、浸水被害防止区域の指定 愛媛県 

・二線堤の保全・拡充 

・止水壁の保全・整備 

・宅地嵩上げ等（移転促進、建築物の敷地嵩上げ・耐水化・ピロティ化）
※２ 

・雨水浸透阻害行為の許可、開発盛土に対する規制 

・立地適正化計画に基づく事業の推進 

・不動産業界等と連携した水害リスクに関する情報の開設 

 

 

大洲市 

※２河川管理者を

含む 

被害の軽減、早

期復旧・復興の

ための対策 

・防災ステーションの活用 

・防災教育支援の実施・充実 

国土交通省 

大洲市 

・国・県・市が連携したタイムラインの運用 

・河川やダム等の防災情報等を活用した住民参加型の避難

訓練の実施 

・ダム放流等の情報やリスク情報提供の充実 

・河川監視用カメラ、水位計の整備 

・消防団との共同点検等の実施 

・洪水、内水ハザードマップの作成・改良・周知、土砂災

害ハザードマップとの重ね合わせ 

・災害・避難カード、マイ･タイムライン作成の推進 

・災害の伝承 

・水害リスク空白域の解消 

・ハザードマップの周知及び住民の水害リスクに対する理

解促進の取組 

・要配慮者利用施設における避難確保計画や避難行動要支

援者の個別避難計画の作成促進と避難の実効性確保 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 

愛媛県 

大洲市 

※アンダーラインが都谷川流域水害対策計画に位置づけられた対策 
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第4節 洪水時及び発災時の情報収集・伝達  

河川管理者は、水防管理者（大洲市長）・消防署・警察署・流域住民に対して、洪

水被害発生時における住民の適切な避難判断、行動を支援するために、洪水に係わる

正確な情報をいち早く提供する。  

なお、流域住民への情報提供に際しては、放送メディアやインターネット等の様々

な媒体を活用し、映像や図等の多様な手法で分かりやすい情報の伝達に努めるととも

に、携帯電話等へのメール配信により、大雨、洪水などの防災情報を提供する。  

また、近年多発している局地的な大雨に対しては、国土交通省が配信している「川

の防災情報」を活用するなど面的な降雨情報の提供に努める。  
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第12章 その他浸水被害の防止を図るために必要な措置に関す

る事項  

第1節 計画対象降雨以外のあらゆる降雨への対応  

計画対象降雨以外の想定し得るあらゆる洪水が発生することも可能な限り想定

し、地形条件等により水位が上昇しやすい区間や氾濫した場合に特に被害が大きい区

間等における氾濫の被害をできるだけ抑制する対策等を検討する。その際、各地域及

び流域全体の被害軽減、並びに地域の早期復旧・復興に資するよう、必要に応じ関係

機関との連絡調整を図る。さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減らすために、流域内の

土地利用や雨水貯留等の状況の変化、治水効果の定量的・定性的な評価を関係機関と

協力して進め、これらを流域の関係者と共有し、より多くの関係者の参画及び効果的

な対策の促進に努める。  

   

第2節 流域水害対策計画の計画管理  

河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は、あらゆる関係者と連携し、事業

の進捗状況及び流域の変化について、多面的な視点から定期的にモニタリングを実施

し、都谷川流域水害対策協議会に報告するとともに、浸水被害対策による効果等を適

切に評価する。なお、計画管理項目は以下に示すとおりである。  

これに加え、流域における浸水被害の発生状況も踏まえ、浸水被害の防止又は軽

減のため、必要に応じて、地域住民や民間事業者、学識経験者などの意見を聞き、計

画の効果的な実施・運用に向けた改善を図るとともに、流域水害対策計画の見直しを

行う。  

 

【計画管理項目】 

①事業の進捗状況 

 ・排水機場、河道及び下水道事業の進捗 

②流域内の開発状況 

 ・大洲市における流域内の開発箇所及び面積 

③ 雨水貯留浸透施設等の整備状況 

 ・河川管理者、下水道管理者、地方公共団体及び民間事業者等が設置した雨 

水貯留浸透施設の位置及び容量等 

 ・雨水浸透阻害行為に該当する1,000m2以上の対策工事で設置された防災調 

整池の位置及び容量等 

 ・水田貯留を実施した水田の位置及び容量等 



参考資料

0

令和５年１０月２７日
都谷川流域水害対策協議会



都谷川流域水害対策計画策定に向けた流れ

大洲市愛媛県

流域水害対策協議会の設立（第１回）

特定都市河川の指定

●東大洲地区の浸水被害軽減に向けた対策の実践に向け、「流域水害対策計画」を速やかに策定する。

大洲河国

流域水害対策計画(素案)の提示（第２回）

1

4月1日

4月24日

6月9日

原案に対する意見対応 案提示（第４回）

本省同意 流域水害対策計画の策定･公表

10月27日

11月頃

・専門家、地区代表者を臨時委員として招集
・臨時委員からの意見聴取

・国の同意後、計画を公表

・協議会規約の施行
・流域水害対策計画に定める事項の確認

・臨時委員、関係機関からの意見に対する対応

臨時委員の招集 素案に対する意見聴取（第３回）10月3日

専門家、地区代表者の選定･調整6〜8月

関係機関との協議10月11〜20日
今回

・整備内容を議論（河川対策・流域対策等）
・協議会での意見聴取後、素案を提示

・河川指定

計画の実践・フォローアップ



計画のフォローアップについて 解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドラインより

（６）フォローアップ
協議会は、流域水害対策計画の変更に関する協議についても行うこととされているため、流域水害対策計画

の策定後は、後述する流域水害対策計画の計画管理について、毎年協議会を開催する等により行われたい。

2

第4節 協議会の留意事項（法第６条第３項及び７条第３項）

【解説】
流域水害対策計画の策定後は、毎年協議会を開催するなど、対策の実施状況を確認するとともに、必要に応

じて、土地利用の状況等の情勢の変化に対応した計画の見直しを行う。

（５）①流域水害対策計画の計画管理
特定都市河川法改正により、同法第４条第１１項において、河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたと

きは、定期的に、流域水害対策計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、流域水害対策計画に検討
を加え、必要な措置を講ずることとされている。流域水害対策計画の見直し、計画の効果的な実施・運用は、
流域水害対策協議会の場を活用し、関係者が協働して行うこととする。

第５節５.１ 流域水害対策計画の計画管理（法第４条１１項）

【解説】
河川管理者等は、流域水害対策計画の策定後の計画管理として、総合的な内水対策や防災まちづくりをはじ

め、計画に基づく措置の実施において十分に連携を図ることに留意する。
計画管理においては、各関係者の浸水被害対策の実施状況を定量的に評価できるようにすることが望ましい。


